
「尼崎市総合計画 後期まちづくり基本計画」（素案）に対する 
市民意見公募手続結果について 

 
 「尼崎市総合計画 後期まちづくり基本計画」（素案）について、尼崎市市民意見聴取プロセス

実施要綱第１０条に基づく意見公募手続結果の公表を行います。 
 
１ 実施期間  
  平成２９年８月８日（火）から平成２９年８月２８日（月）まで（２１日間） 
 
２ 実施結果 
 ⑴ 意見数  ２７人の方から８１件のご意見をいただきました。 
 ⑵ 内訳   寄せられた意見については、次のとおり分類し、公表します。なお、総合計画

が市の最上位計画であるという位置付けから、その分類につきましては市政全般

をとおしたものとしています。 
     「意見を反映した」             １７件（ ６種類） 
     「意見を参考とする」            ２５件（２１種類） 
     「すでに盛り込み済み」           ２４件（２２種類） 
     「その他」                 １４件（１１種類） 
     「今回の意見公募の対象としていないもの」   １件（ １種類） 
 ⑶ 主な意見 

ア．後期計画へ反映する新たな要素について（１件・１種類） 
 ○介護保険・国民健康保険等の制度変更や、公共施設の統合の明記について 

イ．指標について（３件・３種類） 
 ○指標の目標値設定の考え方について 
ウ．地域コミュニテイ等について（５件・３種類） 
 ○みんなの尼崎大学の授業の充実について 
○立花公民館及び小園地域学習館について 

エ．生涯学習について（１件・１種類） 
 ○旧聖トマス大学跡地の活用について 
オ．学校教育について（２２件・９種類） 
 ○大学生奨学金の実施について 
○「幼稚園」の記載について 
○中学校給食の実施について 

カ．子ども・子育て支援について（６件・５種類） 
 ○子どもの居場所づくりについて 
○学校及び保育施設等について 

キ．高齢者支援について（４件・４種類） 



 ○老人クラブへの補助について 
○老人福祉センターの見直しについて 

ク．障害者支援について（１件・１種類） 
 ○障害者からの意見聴取について 
ケ．生活支援等について（１件・１種類） 
 ○子どもの医療費無料化について 
コ．健康支援について（４件・２種類） 
 ○国民健康保険料徴収における滞納処分の停止について 
サ．消防・防災について（２件・２種類） 
 ○避難所の機能向上について 
シ．地域経済の活性化・雇用就労等について（１件・１種類） 
 ○正規・非正規の問題など、尼崎の将来像について 
ス．魅力創造・発信について（１件・１種類） 
 ○再建される尼崎城について 
セ．住環境・都市機能について（７件・６種類） 
 ○空き地の活用について 
○住宅購入者への補助金制度について 

ソ．主要取組項目・行政運営について（１２件・１２種類） 
 ○シティプロモーションについて 
○公共施設や公共サービスの見直しについて 
○職員の資質向上について 

その他（１０件・９種類） 
 ○本計画に対する周知不足及び市民意見の聴取について 

 
 ⑷ 公表方法   
   市役所（政策課）、市政情報センター、各地域振興センター、阪急塚口サービスセンター、

園田東会館、中央・北図書館において閲覧できるよう資料を設置するとともに、市報１０月

号及び市ホームページに掲載します。 
 
３ 今後の予定 
  平成２９年 ９月２０日 総合計画審議会への報告 
  平成２９年 ９月２５日 総務委員協議会での報告 
  平成２９年１０月 ５日 政策推進会議での報告及び上記２⑷に記載の場所への 

公表資料の設置 
  平成２９年１０月下旬  総合計画審議会より後期計画を答申 
  平成２９年１２月    後期計画策定の議案の提出 

    以 上   


